
１．職員の任免及び職員数に関する状況

（1）　職員の採用の状況　（平成２６年度）

（2）　部門別職員数の状況　（各年４月１日現在）

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　　２　[　　　]内は、条例定数の合計である。

平成２６年度人事行政の運営等の状況の公表
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　東北町の人事行政の運営等の状況について、東北町人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例（平成２５年条例第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公表する。
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2．職員の給与の状況

（1）　人件費の状況　（普通会計決算）

（2）　職員給与費の状況　（普通会計決算）

（注）　職員手当には退職手当を含まない。

（３）　一般行政職平均給料月額等　（平成２6年４月１日現在）

（４)　初任給の状況　（平成２６年４月１日現在）

（５)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　（平成２６年４月１日現在）

　　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当な
　　　　　どのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに
　　　　　されているものである。
　　　　    また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当等
　　　　　が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

東　北　町 青　森　県区　　　分

140,100円

大学卒 172,200円 172,200円 172,200円

高校卒

一般行政職

国

366,659円

国 43.5歳 335,000円 - 408,472円

青　森　県 43.5歳 334,700円 402,886円

平均給与月額

5,663

344,859円356,233円

平均給与月額
（国ベース）

区　　　分 平均年齢 平均給料月額

東　北　町 42.8歳 320,540円

一人当たり給与費

職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ Ｂ/Ａ　千円

給　　　　与　　　　費　　　　　　　　千円

給料

215,840 866,489

191,507

歳出額 　Ａ

千円

592,941

区　　分

平成２６年度

職員数

Ａ

153人 57,708

区　　分
住民基本台帳人口 前年度の人件費率

H27.1.1 千円 Ｂ/Ａ 人件費率

人件費 　Ｂ実質収支

千円

区　　　分 経験年数10～１４年 経験年数15～19年 経験年数20～2４年

140,100円 140,100円

10.5% 10.1%1,452,017平成２６年度 18,831人 13,818,009

368,900円

高校卒 202,000円 267,700円 338,700円

一般行政職

大学卒 268,800円 325,500円

（注）　１　「平均給料月額」とは、平成２６年４月１日現在における職員の基本給の平均である。



（６）　一般行政職の級別職員数の状況　（平成２６年４月１日現在）

（注）　東北町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

（７）　職員手当の状況　

　①　期末・勤勉手当　（平成２６年度支給割合）

　

　②　退職手当　（平成２６年度）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２６年度に退職した職員に支給された平均額である。

1　　級

2　　級

職員数 構成比区　　　分 標準的な職務内容

24.2%

3人 2.0%

　主事

　主査

37人

5　　級 　課長、事務局長 31人 20.3%

14.4%

4　　級 　課長補佐、総括主幹 55人 35.9%

3　　級 　主任主査 22人

　管理職加算（10％～25％）

　役職加算（5％～20％）

勧奨・定年自己都合

6　　級 　参事 5人 3.3%

加算措置の状況区　　　分
支給割合

期末手当 勤勉手当

36.57月分

21.62月分 27.025月分 21.62月分 27.025月分

勧奨・定年 自己都合

　職制上の段階、職務の級等による加算措置
　役職加算（5％～15％）

東　北　町 2.50月分 1.45月分

　管理職加算（10％～25％）

2.50月分 1.45月分

区　　　分

国 2.60月分 1.50月分

　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　役職加算（5％～20％）

国

青　森　県

　職制上の段階、職務の級等による加算措置

東　　　北　　　町

（2％～45％加算）

定年前早期退職加算措置

（2％～45％加算）

52.44月分 52.44月分 52.44月分

定年前早期退職加算措置

最高限度額

１人当たり平均支給額 19,880千円

その他の加算措置

支給割合
30.82月分

43.70月分

52.44月分

勤続35年

36.57月分

43.70月分 52.44月分

勤続20年

52.44月分

30.82月分勤続25年



　③　時間外勤務手当　

　④　その他の手当　（平成２６年４月１日現在）　

（８）　特別職の報酬等の状況　（平成２６年４月１日現在）　

（注）　給料の（　）内は、減額措置を行なう前の金額である。

期末手当

町   長

副町長

教育長

　　（平成26年度支給割合）
　　　　2.80月分

　　（平成26年度支給割合）
　　　　2.90月分

退職手当

町   長 　　給料月額　×　在職月数　×　45.5/100　　　任期毎

副町長 　　給料月額　×　在職月数　×　26.5/100　　　任期毎

教育長 　　給料月額　×　在職月数　×　22.5/100　　　任期毎

議   長

副議長

議   員

　　258,000円

　　209,000円

　　202,000円

議   長

副議長

議   員

通 勤 手 当
　交通機関利用者（運賃相当額）　55,000円以内
　自家用車等利用（通勤2ｋｍ以上）　35,000円以内

同

異

同

住 居 手 当

　※16～22歳の子1人につき5,000円

　借家や借間の家賃を負担している職員　27,000円以内 同

　管理又は監督の地位のある職員

　　　　総務課長以外の課長等　27,000円

149千円 146千円

手 当 名 内　容　及　び　支　給　単　価

１人当たり平均支給額

国の制度との

異　　　　　同

区 分 平成２５年度 平成２6年度

22,381千円支 給 実 績 23,244千円

町   長

副町長

教育長 　　466,000円　　（491,000円）

給　　　料

報　　　酬

　　629,000円　　（699,000円）

　　518,000円　　（546,000円）

区　　　分 給料月額等

管 理 職 手 当

扶 養 手 当

　配偶者　13,000円

　配偶者以外6,500円（配偶者無の場合1人目11,000円）

　　　　総務課長　　37,000円



３．　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）　職員の勤務時間　（平成２６年４月１日現在）　

（２）　職員の年次有給休暇の取得状況　（平成２６年１月１日～平成２６年１２月３１日）　

４．　職員の分限処分及び懲戒処分の状況

（１）　職員の分限処分の状況　（平成２６年度）　

（２）　職員の懲戒処分の状況　（平成２６年度）　

1

0 0 0 1 1

0 0 0 1
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
のあった場合

合　　計

職務上の義務に違反し、又は職務を怠っ
た場合

法令に違反した場合 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1合　　計 0 0 1

　 職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第２９条の規定に基づいて行なった懲戒処分
です。

処分事由 戒告 減給 停職 免職 計

0

職制、定数の改廃等により廃職又は過員
を生じた場合

0 0

職に必要な適格性を欠く場合 0 0

0

1

勤務成績が良くない場合 0 0

心身の故障の場合 0 0 1

31.0％

（注）　「全対象職員数」は、当該年の1月1日から12月31日までの全期間在職した職員とし、当該期間
　　 中の中途採用者、退職者、育児休業や休職の事由がある職員などを除いたものである。

　 職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第２７条及び第２８条の規定に基づいて行
なった分限処分です。

処分事由 降任

6,450.1日 1,996.5日 164人 12.2日

免職 休職 計

土曜日及び日曜日

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率

３８時間４５分 8：15 17:00 12：00～13：00

週休日１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間



５．　職員の服務の状況

（１）　営利企業等の従事の許可の件数　（平成２６年度）　

６．　職員の研修の状況

（１）　職員の研修の実施状況　（平成２６年度）　

７．　職員の福利及び利益の保護の状況

（１）　健康診断等の状況　（平成２６年度）　

（２）　公務災害補償の状況　（平成２６年度）　

８．　公平委員会の業務の状況

（１）　勤務条件に関する措置要求の状況　

平成２６年度中の措置要求はありません。

（２）　不利益処分に関する不服申立ての状況　

平成２６年度中の不服申立てはありません。

区　　　　分 申請件数

　営利企業等の従事の許可申請

許可件数

90 90

　その他研修 0人 　市町村アカデミー

内容等

　青森県自治研修所 44人
　基本研修、専門研修等
　　（28人）　　　（16人）

区　　　　分 受講者数

0件　通勤災害 0件 0件 0件

請求中

　公務災害 1件 1件 0件 0件

区　　　　分 受理件数 認　　定 不認定

　脳ドック 40人

　事業主健診 102人

　日帰りドック 74人

区　　　　分 受診者数


